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1 港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例 

 

○港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例 

 

平成十一年十二月十六日 

条例第三十三号 

 

目次 

第一章 総則 

第一節 通則（第一条・第二条） 

第二節 区長の責務等（第三条―第八条） 

第三節 事業者の責務（第九条） 

第四節 区民の責務（第十条） 

第二章 再利用等による廃棄物の減量 

第一節 区長の減量義務等（第十一条―第十

四条） 

第二節 事業者の減量義務（第十五条―第二

十二条） 

第三節 区民の減量義務（第二十三条・第二

十四条） 

第三章 廃棄物の適正処理 

第一節 通則（第二十五条―第二十八条） 

第二節 区長等以外の者の再利用の対象とな

る廃棄物の収集又は運搬の禁止等

（第二十八条の二） 

第三節 適正処理困難物の抑制（第二十九条

―第三十一条） 

第四節 一般廃棄物の処理（第三十二条―第

四十六条） 

第五節 産業廃棄物の処理（第四十七条―第

四十九条） 

第六節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の

設置（第五十条） 

第七節 廃棄物処理手数料（第五十一条―第

五十八条） 

第四章 一般廃棄物処理業（第五十九条―第六

十五条） 

第五章 生活環境影響調査結果の縦覧等（第六

十五条の二―第六十五条の七） 

第六章 雑則（第六十六条―第七十一条） 

第七章 罰則（第七十二条―第七十五条） 

付則 

 

第一章 総則 

 

第一節 通則 

（目的） 

第一条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再

利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理

し、あわせて生活環境を清潔にすることによっ

て、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに

資源が循環して利用されるまちづくりを推進

し、もって区民の健康で快適な生活を確保する

ことを目的とする。 

（定義） 

第二条 この条例における用語の意義は、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法

律第百三十七号。以下「法」という。）の例に

よる。 

２ この条例において次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

一 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って

生じた廃棄物をいう。 

二 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃

棄物をいう。 

三 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、

産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 

四 再利用 活用しなければ不要となる物又は

廃棄物を再び使用すること又は資源として利

用することをいう。 

五 資源・ごみ集積所 区長が家庭廃棄物等

（第三十三条第二項の規定により区長が処理

する事業系一般廃棄物及び第四十九条におい

て準用する第三十三条第二項の規定により区

長が処理する一般廃棄物とあわせて処理する

産業廃棄物を含む。以下同じ。）の収集を行

うために、家庭廃棄物等を排出すべき場所と

して、区規則で定めるところにより設置され

た場所をいう。 

 

第二節 区長の責務等 

（基本的責務） 

第三条 区長は、生活環境を保全し、及び公衆衛

生を向上させるため、廃棄物の減量及び適正な

処理を図らなければならない。 

２ 区長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に

当たっては、作業方法の改善を図る等その能率

的な運営をしなければならない。 

３ 区長は、再利用等による廃棄物の減量及び適
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正な処理に関する区民の自主的な活動を支援す

るよう努めなければならない。 

４ 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関す

る区民及び事業者の意識の啓発を図るよう努め

なければならない。 

（指導又は助言） 

第四条 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理を

確保するため、必要と認めるときは、区民及び

事業者に対し、指導又は助言を行うことができ

る。 

（公開） 

第五条 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理に

関する施策を常に区民に明らかにしなければな

らない。 

（区民参加） 

第六条 区長は、一般廃棄物の減量及び適正な処

理について、区民の意見を施策に反映すること

ができるよう必要な措置を講じなければならな

い。 

（環境審議会への諮問） 

第七条 区長は、一般廃棄物の処理に関する基本

方針その他の重要事項の決定に当たっては、港

区環境審議会に諮らなければならない。 

（他の地方公共団体との協力等） 

第八条 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理に

関する事業の実施に当たって、必要と認めると

きは、他の地方公共団体と協力し、又は調整を

図るものとする。 

 

第三節 事業者の責務 

（事業者の責務） 

第九条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利

用を促進する等により、廃棄物の減量を図らな

ければならない。 

２ 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任に

おいて適正に処理しなければならない。 

３ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際し

て、その製品、容器等が廃棄物になった場合に

おいてその適正な処理が困難になることのない

ようにしなければならない。 

４ 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確

保に関し区の施策に協力しなければならない。 

 

第四節 区民の責務 

（区民の責務） 

第十条 区民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品

の使用又は不用品の活用等により再利用を図

り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分する

こと等により、廃棄物の減量に努めるものとす

る。 

２ 区民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し

区の施策に協力するものとする。 

 

第二章 再利用等による廃棄物の減量 

 

第一節 区長の減量義務等 

（再利用等による減量） 

第十一条 区長は、区長が行う家庭廃棄物等の収

集において、資源物（家庭廃棄物等のうち、再

利用を目的として分別して収集する物をいう。

以下同じ。）の収集、回収等を行うとともに、

物品の調達に当たっては、再生品を使用する等

により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努

めなければならない。 

（再利用に関する計画） 

第十二条 区長は、再利用等による廃棄物の減量

を促進するため、再利用に関する計画を定める

ものとする。 

（施設の利用） 

第十三条 区長は、再利用等に関する区民の自主

的な活動を支援するため、再利用の対象となる

物の保管等に利用する場所として、業務に支障

が生じない範囲内において、区長の管理する施

設等を区民の利用に供することができる。 

（資源回収業者への協力要請及び支援） 

第十四条 区長は、再利用を促進するため、資源

回収等を業とする事業者に必要な協力を求める

とともに、当該事業者を支援するよう努めるも

のとする。 

 

第二節 事業者の減量義務 

（事業系廃棄物の減量） 

第十五条 事業者は、再利用の可能な物の分別の

徹底を図る等再利用を促進するために必要な措

置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量

しなければならない。 

（廃棄物の発生抑制等） 

第十六条 事業者は、物の製造、加工、販売等に

際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の

修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際し

て、再生資源（資源の有効な利用の促進に関す

る法律（平成三年法律第四十八号）第二条第四

項に規定する再生資源をいう。）、再生部品

（同条第五項に規定する再生部品をいう。）及
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び再生品を利用するよう努めなければならな

い。 

（再利用の容易性の自己評価等） 

第十七条 事業者は、物の製造、加工、販売等に

際して、その製品、容器等の再利用の容易性に

ついてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な

製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容

器等の再利用の方法についての情報を提供する

こと等により、その製品、容器等の再利用を促

進しなければならない。 

（適正包装等） 

第十八条 事業者は、物の製造、加工、販売等に

際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定す

る等により、その包装、容器等の適正化を図

り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならな

い。 

２ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際し

て、再び使用することが可能な包装、容器等の

普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を

講ずる等により、その包装、容器等の再利用の

促進を図らなければならない。 

３ 事業者は、区民が商品の購入等に際して、当

該商品について適正な包装、容器等を選択でき

るよう努めるとともに、区民が包装、容器等を

不要とし、又はその返却をする場合には、その

回収等に努めなければならない。 

（事業用大規模建築物の所有者等の義務） 

第十九条 事業用の大規模建築物で区規則で定め

るもの（以下「事業用大規模建築物」とい

う。）の所有者は、再利用を促進する等によ

り、当該事業用大規模建築物から排出される事

業系一般廃棄物を減量しなければならない。 

２ 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用

大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物

の減量及び適正な処理に関する業務を担当させ

るため、区規則で定めるところにより、廃棄物

管理責任者を選任し、その旨を区長に届け出な

ければならない。 

３ 事業用大規模建築物の所有者は、区規則で定

めるところにより、再利用に関する計画を作成

し、当該計画書を区長に提出しなければならな

い。 

４ 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用

大規模建築物又は敷地内に区規則で定める基準

に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設

置するよう努めなければならない。 

５ 事業用大規模建築物の占有者は、当該事業用

大規模建築物から生ずる事業系一般廃棄物の減

量に関し事業用大規模建築物の所有者に協力し

なければならない。 

６ 事業用大規模建築物を建設しようとする者

（以下「事業用大規模建築物の建設者」とい

う。）は、当該事業用大規模建築物又は敷地内

に区規則で定める基準に従い、再利用の対象と

なる物の保管場所を設置しなければならない。

この場合において、事業用大規模建築物の建設

者は、当該保管場所について、区規則で定める

ところにより、あらかじめ区長に届け出なけれ

ばならない。 

（改善勧告） 

第二十条 区長は、事業用大規模建築物の所有者

が前条第一項から第三項までのいずれかの規定

に違反していると認めるとき又は事業用大規模

建築物の建設者が同条第六項の規定に違反して

いると認めるときは、当該事業用大規模建築物

の所有者又は当該事業用大規模建築物の建設者

に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要

な措置をとるべき旨の勧告をすることができ

る。 

（公表） 

第二十一条 区長は、前条の勧告を受けた事業用

大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物

の建設者がその勧告に従わなかったときは、そ

の旨を公表することができる。 

２ 区長は、前項の規定による公表をしようとす

るときは、あらかじめ、当該公表をされるべき

者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、

証拠を提示する機会を与えなければならない。 

（収集拒否等） 

第二十二条 区長は、事業用大規模建築物の所有

者又は事業用大規模建築物の建設者が前条第一

項の規定による公表をされた後において、な

お、第二十条の勧告に係る措置をとらなかった

ときは、当該事業用大規模建築物から排出され

る事業系一般廃棄物の収集若しくは運搬を拒否

し、又は区長の指定する処理施設への搬入を禁

止することができる。 

 

第三節 区民の減量義務 

（自主的行動） 

第二十三条 区民は、再利用の可能な物の分別を

行うとともに、集団回収等による再利用を促進

するための区民の自主的な活動に参加し、協力

する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利

用に努めるものとする。 

（商品の選択） 
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第二十四条 区民は、商品を選択するに際して

は、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案

し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商

品を選択するよう努めるものとする。 

 

第三章 廃棄物の適正処理 

 

第一節 通則 

（家庭廃棄物の処理） 

第二十五条 区長は、家庭廃棄物を生活環境の保

全上支障が生じないうちに収集し、及びこれを

運搬する等、適正に処理しなければならない。 

（事業系廃棄物の処理） 

第二十六条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境

の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若

しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しく

は処分を業として行うことのできる者に運搬さ

せ、若しくは処分させなければならない。 

（事業者の中間処理義務） 

第二十七条 事業者は、その事業系廃棄物の処理

に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、油水

分離、脱水等の処理（以下「中間処理」とい

う。）を行うことにより、その減量を図らなけ

ればならない。 

（処理技術の開発） 

第二十八条 事業者は、事業系廃棄物の適正な処

理について、自ら又は共同して技術開発を図ら

なければならない。 

 

第二節 区長等以外の者の再利用の対象

となる廃棄物の収集又は運搬の

禁止等 

（収集又は運搬の禁止等） 

第二十八条の二 区長及び区規則で定める者以外

の者は、資源・ごみ集積所に排出された資源物

のうち、古紙、びん、缶その他の区規則で定め

る物を資源・ごみ集積所から収集し、又は運搬

してはならない。 

２ 区長は、前項の区規則で定める者以外の者が

前項の規定に違反して、収集し、又は運搬した

と認めるときは、その者に対し、これらの行為

を行わないよう命ずることができる。 

 

第三節 適正処理困難物の抑制 

（処理困難性の自己評価等） 

第二十九条 事業者は、物の製造、加工、販売等

に際して、その製品、容器等が廃棄物になった

場合における処理の困難性についてあらかじめ

自ら評価し、適正な処理が困難にならないよう

な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、

容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法につい

ての情報を提供すること等により、その製品、

容器等が廃棄物となった場合においてその適正

な処理が困難になることのないようにしなけれ

ばならない。 

（適正処理困難物の製造等の抑制） 

第三十条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物

となった場合において、その適正な処理が困難

となる物（以下「適正処理困難物」という。）

については、その製造、加工、販売等を自ら抑

制しなければならない。 

（事業者の下取り等の回収義務） 

第三十一条 区長は、適正処理困難物を指定し、

これを公表することができる。 

２ 前項の適正処理困難物の製造、加工、販売等

を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困

難物を下取り等により回収しなければならな

い。 

３ 区民は、前項の事業者が適正処理困難物を回

収しようとするときは、これに協力するものと

する。 

４ 区長は、第二項の事業者が適正処理困難物を

回収しないと認めるときは、その事業者に対

し、期限を定めて、回収するよう命ずることが

できる。 

 

第四節 一般廃棄物の処理 

（処理の計画） 

第三十二条 区長は、区規則で定めるところによ

り、一般廃棄物の処理に関する計画（以下「一

般廃棄物処理計画」という。）を定め、これを

告示するものとする。 

２ 一般廃棄物処理計画に重要な変更があったと

きは、その都度告示するものとする。 

（処理） 

第三十三条 区長は、一般廃棄物処理計画に従

い、家庭廃棄物を処理しなければならない。 

２ 区長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認

めるときは、事業系一般廃棄物の処理を行うも

のとする。 

３ 前二項に規定する一般廃棄物の処理の基準

は、区規則で定める。 

（計画遵守義務等） 

第三十四条 土地又は建物の占有者（占有者がな

い場合は、管理者とする。以下「占有者」とい

う。）は、その土地又は建物内の家庭廃棄物を
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可燃物、不燃物等に分別し、各別の容器に収納

して資源・ごみ集積所に排出する等一般廃棄物

処理計画に従わなければならない。 

２ 占有者は、家庭廃棄物を収納する容器につい

て、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪

臭が発散しないようにするとともに、当該容器

及び当該容器を排出する資源・ごみ集積所を常

に清潔にしておかなければならない。 

（粗大ごみの排出方法） 

第三十五条 占有者は、粗大ごみ（特定家庭用機

器再商品化法（平成十年法律第九十七号）第二

条第四項に規定する特定家庭用機器で再商品化

される対象となるものを除く。以下同じ。）を

排出するときは、区規則で定める廃棄物処理手

数料の額に応じた枚数の第五十二条第一項の有

料粗大ごみ処理券を添付しなければならない。

ただし、これによりがたいと区長が認めるとき

は、区長の指示に従わなければならない。 

（事業系一般廃棄物等の排出方法） 

第三十六条 事業者は、区長の収集及び運搬する

事業系一般廃棄物（動物の死体及びし尿を除

く。）又は一般廃棄物とあわせて処理する産業

廃棄物を容器で排出するときは、容器に収納す

る容量に相当する第五十三条第一項の有料ごみ

処理券を添付しなければならない。ただし、こ

れによりがたいと区長が認めるとき又は臨時に

排出するときは、区長の指示に従わなければな

らない。 

（排出禁止物） 

第三十七条 占有者は、区長が行う家庭廃棄物の

収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出し

てはならない。 

一 有害性の物 

二 危険性のある物 

三 引火性のある物 

四 著しく悪臭を発する物 

五 特別管理一般廃棄物に指定されている物 

六 前各号に掲げるもののほか、家庭廃棄物の

処理を著しく困難にし、又は家庭廃棄物の処

理施設の機能に支障が生ずる物 

２ 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処

分しようとするときは、区長の指示に従わなけ

ればならない。 

（動物の死体） 

第三十八条 占有者は、その土地又は建物内の動

物の死体を自らの責任で処分できないときは、

遅滞なく区長に届け出て、その指示に従わなけ

ればならない。 

（改善命令等） 

第三十九条 区長は、占有者が第三十四条の規定

に違反していると認めるときは、その占有者に

対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な

措置を命ずることができる。 

（事業者の処理） 

第四十条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自

ら処理するときは、第三十三条第三項に規定す

る区規則で定める処理の基準に従わなければな

らない。 

（事業系一般廃棄物保管場所の設置） 

第四十一条 事業者は、その建物又は敷地内に事

業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければな

らない。 

２ 前項の保管場所は、区規則で定める基準に適

合するものでなければならない。 

３ 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を

第一項の保管場所に集めなければならない。 

（事業者に対する中間処理等の命令） 

第四十二条 区長は、事業者に対し、特に必要が

あると認めるときは、その事業系一般廃棄物を

あらかじめ中間処理して排出するよう命ずるこ

とができる。 

２ 区長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄

物を可燃物、不燃物等に分別して排出するよう

命ずることができる。 

（事業者に対する運搬等の命令） 

第四十三条 区長は、区規則で定める量の事業系

一般廃棄物を排出する事業者に対し、その事業

系一般廃棄物を運搬し、又は処分するよう命ず

ることができる。 

（一般廃棄物管理票） 

第四十四条 区規則で定める事業者は、事業系一

般廃棄物を区長の指定する処理施設に運搬する

場合には、区規則で定めるところにより、事業

系一般廃棄物の種類、排出場所等を記載した一

般廃棄物管理票を当該施設の管理者に提出しな

ければならない。 

２ 前項の事業者は、事業系一般廃棄物を他人に

委託して区長の指定する処理施設に運搬させる

場合には、当該受託者に同項の一般廃棄物管理

票を交付しなければならない。 

３ 前項の受託者は、その受託した事業系一般廃

棄物を区長の指定する処理施設に運搬する場合

には、同項の一般廃棄物管理票を当該施設の管

理者に提出しなければならない。 

４ 前三項に規定するもののほか、一般廃棄物管

理票の回付その他必要な事項は、区規則で定め
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る。 

（改善命令等） 

第四十五条 区長は、事業者が第四十条又は第四

十一条の規定に違反していると認めるときは、

その事業者に対し、期限を定めて、必要な改善

その他必要な措置を命ずることができる。 

（準用） 

第四十六条 第三十三条第一項、第三十四条及び

第三十七条から第三十九条までの規定は、事業

系一般廃棄物の処理について準用する。 

 

第五節 産業廃棄物の処理 

（一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物） 

第四十七条 区長は、一般廃棄物の処理又は処理

施設の機能に支障が生じない範囲内において、

一般廃棄物とあわせて処理することが必要と認

める産業廃棄物の処理を行うことができる。 

２ 区長は、前項に規定する一般廃棄物とあわせ

て処理することが必要と認める産業廃棄物の処

理について、一般廃棄物処理計画に含めるもの

とする。 

（処理命令） 

第四十八条 区長は、一般廃棄物の処理又は処理

施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認め

るときは、一般廃棄物とあわせて処理する産業

廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄

物の保管、運搬又は処分を命ずることができ

る。 

（準用） 

第四十九条 第三十三条、第三十四条、第三十九

条、第四十一条、第四十二条及び第四十五条

（第四十条の規定に違反したことによる改善命

令等に係るものを除く。）の規定は、一般廃棄

物とあわせて処理する産業廃棄物の処理につい

て準用する。 

 

第六節 大規模建築物の廃棄物保管場所

等の設置 

（大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置） 

第五十条 区規則で定める大規模建築物を建設し

ようとする者（以下「建設者」という。）は、

その建築物又は敷地内に一般廃棄物の保管場所

及び保管設備（以下「保管場所等」という。）

を設置しなければならない。この場合におい

て、建設者は、当該保管場所等について、区規

則で定めるところにより、あらかじめ区長に届

け出なければならない。 

２ 保管場所等は、区規則で定める基準に適合す

るものでなければならない。 

３ 区長は、保管場所等について、建設者が前二

項の規定に違反すると認めるときは、当該建設

者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置そ

の他必要な措置を命ずることができる。 

４ 第一項に規定する建築物の占有者は、その建

築物から排出される一般廃棄物を保管場所等に

集めなければならない。 

 

第七節 廃棄物処理手数料 

（廃棄物処理手数料） 

第五十一条 区長は、家庭廃棄物（動物の死体及

びし尿を除く。以下この項において同じ。）の

収集及び運搬をしたとき（粗大ごみの場合にあ

っては、収集及び運搬をするとき。）は、一日

平均十キログラムを超える量の家庭廃棄物を排

出する占有者又は粗大ごみその他の家庭廃棄物

を臨時に排出する占有者から別表に掲げる廃棄

物処理手数料を徴収する。 

２ 区長は、事業系一般廃棄物（動物の死体及び

し尿を除く。）又は一般廃棄物とあわせて処理

する産業廃棄物の収集及び運搬をするときは、

これらの廃棄物を排出する事業者又は臨時に排

出した事業者から別表に掲げる廃棄物処理手数

料を徴収する。 

３ 区長は、事業者が事業系一般廃棄物（動物の

死体及びし尿を除く。）又は一般廃棄物とあわ

せて処理する産業廃棄物を区長の指定する最終

処分場に運搬したときは、その事業者から別表

に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。 

４ 区長は、別表に掲げる廃棄物の重量を基準に

して算定する廃棄物処理手数料について、重量

を基準にして算定することが著しく実情に合わ

ないと認めるときは、区規則で定めるところに

より、重量以外の基準により算定することがで

きる。 

５ 既に納付した廃棄物処理手数料は、還付しな

い。ただし、区長は、特別の理由があると認め

るときは、その全部又は一部を還付することが

できる。 

（有料粗大ごみ処理券の交付） 

第五十二条 区長は、前条第一項の粗大ごみの廃

棄物処理手数料をあらかじめ納付した者に有料

粗大ごみ処理券を交付する。 

２ 有料粗大ごみ処理券に関し必要な事項は、区

長が定める。 

（有料ごみ処理券の交付） 

第五十三条 区長は、第五十一条第二項の廃棄物
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処理手数料をあらかじめ納付した者（臨時に排

出する事業者を除く。）に有料ごみ処理券を交

付する。 

２ 有料ごみ処理券に関し必要な事項は、区長が

定める。 

（動物死体処理手数料） 

第五十四条 区長は、第三十八条（第四十六条に

おいて準用する場合を含む。）の規定による届

出に従い動物の死体を処理したときは、占有者

又は事業者から別表に掲げる動物死体処理手数

料を徴収する。 

（手数料の減免） 

第五十五条 区長は、天災その他特別の理由があ

ると認めるときは、第五十一条の廃棄物処理手

数料又は前条の動物死体処理手数料を減額し、

又は免除することができる。 

（督促） 

第五十六条 第五十一条の廃棄物処理手数料又は

第五十四条の動物死体処埋手数料を納期限まで

に納付しない者があるときは、納期限経過後二

十日以内に区規則で定める督促状を発行して督

促する。 

２ 前項の督促状には、その発行の日から十五日

以内において納付すべき期限を指定する。 

（延滞金の額及び徴収方法） 

第五十七条 前条の規定による督促をした場合に

おいては、手数料の金額に、その納期限の翌日

から納付の日までの期間の日数に応じ、その金

額（千円未満の端数があるとき又は二千円未満

であるときは、その端数金額又はその全額を切

り捨てる。）に年十四・六パーセント（督促状

に指定する期限までの期間については、年七・

三パーセント）の割合を乗じて計算した金額に

相当する延滞金額を加算して徴収する。 

２ 延滞金の確定金額に百円未満の端数があると

き又はその全額が千円未満であるときは、その

端数金額又はその全額を切り捨てる。 

（延滞金額の減免） 

第五十八条 第五十一条の廃棄物処理手数料又は

第五十四条の動物死体処理手数料を納付すべき

者が、災害その他やむを得ない理由により納期

限までに納付できなかったときは、前条の規定

による延滞金額を減額し、又は免除することが

できる。 

 

第四章 一般廃棄物処理業 

（業の許可） 

第五十九条 一般廃棄物の収集又は運搬を業とし

て行おうとする者は、区規則で定めるところに

より、区長の許可を受けなければならない。た

だし、事業者（自らその一般廃棄物を運搬する

場合に限る。）、専ら再生利用の目的となる一

般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者

その他区規則で定める者については、この限り

でない。 

２ 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者

は、区規則で定めるところにより、区長の許可

を受けなければならない。ただし、事業者（自

らその一般廃棄物を処分する場合に限る。）、

専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処

分を業として行う者その他区規則で定める者に

ついては、この限りでない。 

３ 区長は、前二項の許可の申請が次の各号に適

合していると認めるときでなければ、前二項の

許可をしてはならない。 

一 区長による一般廃棄物の収集、運搬又は処

分が困難であること。 

二 その申請の内容が、区長が定める処理計画

に適合するものであること。 

三 その事業の用に供する施設及び申請者の能

力がその事業を的確に、かつ、継続して行う

に足りるものとして区規則で定める基準に適

合するものであること。 

四 申請者（申請者が法人であるときは、その

業務を行う役員を含む。）が次のいずれにも

該当しないこと。 

イ 法第七条第五項第四号イからルまでのい

ずれかに該当する者 

ロ この条例若しくはこの条例に基づく処分

に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その

執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなった日から五年を経過しない者 

ハ この条例の規定により許可を取り消さ

れ、その取消しの日から五年を経過しない

者（当該許可を取り消された者が法人であ

る場合においては、当該取消しの処分に係

る港区行政手続条例（平成八年港区条例第

二十九号。以下「行政手続条例」とい

う。）第十五条の規定による通知があった

日前六十日以内に当該法人の役員であった

者で当該取消しの日から五年を経過しない

ものを含む。） 

ニ この条例の規定による許可の取消しの処

分に係る行政手続条例第十五条の規定によ

る通知があった日から当該処分をする日又

は処分をしないことを決定する日までの間
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に区規則で定める一般廃棄物の収集若しく

は運搬又は処分の事業のいずれかの事業の

全部の廃止の届出をした者（当該事業の廃

止について相当の理由がある者を除く。）

で、当該届出の日から五年を経過しないも

の 

ホ ニに規定する期間内に区規則で定める一

般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事

業のいずれかの事業の全部の廃止の届出が

あった場合において、ニの通知の日前六十

日以内に当該届出に係る法人（当該事業の

廃止について相当の理由がある法人を除

く。）の役員若しくは廃棄物の処理及び清

掃に関する法律施行令（昭和四十六年政令

第三百号。以下「政令」という。）で定め

る使用人であった者又は当該届出に係る個

人（当該事業の廃止について相当の理由が

ある者を除く。）の政令で定める使用人で

あった者で、当該届出の日から五年を経過

しないもの 

ヘ その他区規則で定める者 

４ 第一項又は第二項の許可は、一年を下らない

区規則で定める期間ごとにその更新を受けなけ

れば、その期間の経過によって、その効力を失

う。 

５ 前項の更新の申請があった場合において、同

項の期間（以下この項及び次項において「許可

の有効期間」という。）の満了の日までにその

申請に対する処分がされないときは、従前の許

可は、許可の有効期間の満了後もその処分がさ

れるまでの間は、なおその効力を有する。 

６ 前項の場合において、許可の更新がされたと

きは、その許可の有効期間は、従前の許可の有

効期間の満了の日の翌日から起算するものとす

る。 

７ 第一項又は第二項の許可には、一般廃棄物の

収集を行うことができる区域を定め、又は生活

環境の保全上必要な条件を付することができ

る。 

８ 区長は、第一項又は第二項の規定により許可

をしたときは、許可証を交付する。 

（業の変更の許可） 

第六十条 前条第一項の許可を受けた者（以下

「一般廃棄物収集運搬業者」という。）又は同

条第二項の許可を受けた者（以下「一般廃棄物

処分業者」という。）は、その一般廃棄物の収

集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更し

ようとするときは、区規則で定めるところによ

り、区長の許可を受けなければならない。 

２ 前条第三項及び第七項の規定は、前項の許可

について準用する。 

（処理基準） 

第六十一条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃

棄物処分業者は、第三十三条第三項に規定する

区規則で定める基準に従い、一般廃棄物の収集

若しくは運搬又は処分を行わなければならな

い。 

（遵守義務） 

第六十二条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃

棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。 

一 許可証を事務所又は事業所に備え置き、許

可の内容が明らかになるようにしておくこ

と。 

二 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこ

と。 

（事業の停止命令等） 

第六十三条 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又

は一般廃棄物処分業者が、次の各号のいずれか

に該当するときは、期間を定めてその事業の全

部若しくは一部の停止を命じ、又は区長の指定

する処理施設への搬入の禁止を命ずることがで

きる。 

一 この条例若しくはこの条例に基づく処分に

違反する行為（以下「違反行為」という。）

をしたとき、又は他人に対して違反行為をす

ることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若

しくは他人が違反行為をすることを助けたと

き。 

二 その者の事業の用に供する施設又はその者

の能力が第五十九条第三項第三号に規定する

基準に適合しなくなったとき。 

三 第五十九条第七項の規定により当該許可に

付した条件に違反したとき。 

（許可の取消し） 

第六十三条の二 区長は、一般廃棄物収集運搬業

者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれ

かに該当するときは、その許可を取り消さなけ

ればならない。 

一 第五十九条第三項第四号イに該当するに至

ったとき。 

二 前条の規定による事業の停止命令に違反し

たとき。 

三 法第七条の三第一号に該当し情状が特に重

いとき。 

四 不正の手段により第五十九条第一項若しく
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は第二項の許可（同条第四項の許可の更新を

含む。）又は第六十条第一項の変更の許可を

受けたとき。 

２ 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃

棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、その許可を取り消すことができる。 

一 第五十九条第三項第四号ロからヘまでのい

ずれかに該当するに至ったとき。 

二 前条第一号に該当するとき（前項第三号に

該当するときを除く。）。 

三 前条第二号又は第三号のいずれかに該当す

るとき。 

（許可証の再交付） 

第六十四条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃

棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損し

たときは、区規則で定めるところにより、直ち

に区長に届け出て再交付を受けなければならな

い。 

（許可手数料） 

第六十五条 次の各号に掲げる者は、当該各号に

定める手数料を申請の際に納入しなければなら

ない。ただし、一般廃棄物収集運搬業の許可を

他の特別区において受けた者が、区長の指定す

る処理施設への搬入のみを業とする許可を受け

ようとするときは、この限りでない。 

一 新たに一般廃棄物収集運搬業の許可を受け

ようとする者 一万五千円 

二 新たに一般廃棄物処分業の許可を受けよう

とする者 一万五千円 

三 一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受け

ようとする者 一万円 

四 一般廃棄物処分業の許可の更新を受けよう

とする者 一万円 

五 一般廃棄物収集運搬業者で、その事業の範

囲の変更の許可を受けようとするもの 一万

円 

六 一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の

変更の許可を受けようとするもの 一万円 

七 許可証の再交付を受けようとする者 三千

円 

 

第五章 生活環境影響調査結果の縦覧等 

（縦覧等の対象施設） 

第六十五条の二 法第九条の三第二項（同条第八

項において準用する場合を含む。以下同じ。）

の規定による同条第一項に規定する調査（以下

「生活環境影響調査」という。）の結果を記載

した書類（以下「調査書」という。）の公衆へ

の縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見

書（以下「意見書」という。）の提出の対象と

なる一般廃棄物処理施設（以下「対象施設」と

いう。）は、政令第五条第一項に規定するごみ

処理施設とする。 

（縦覧等の告示） 

第六十五条の三 区長は、法第九条の三第二項の

規定により調査書を公衆の縦覧に供し、意見書

を提出する機会を付与しようとするときは、区

規則で定める事項を告示するものとする。 

（調査書の縦覧の場所及び期間） 

第六十五条の四 調査書の縦覧の場所は、前条の

規定による告示において指定するものとする。 

２ 調査書の縦覧の期間は、前条の規定による告

示の日の翌日から起算して三十日間とする。 

（意見書の提出先及び提出期限） 

第六十五条の五 意見書の提出先は、第六十五条

の三の規定による告示において指定するものと

する。 

２ 意見書の提出期限は、第六十五条の三の規定

による告示の日の翌日から起算して四十五日を

経過する日とする。 

（環境影響評価との関係） 

第六十五条の六 対象施設の設置又は変更に関

し、環境影響評価法（平成九年法律第八十一

号）又は東京都環境影響評価条例（昭和五十五

年東京都条例第九十六号）に基づく環境影響評

価（生活環境影響調査に相当する内容を有する

ものに限る。）に係る公告、縦覧等の手続を経

たものは、前三条に定める手続を経たものとみ

なす。 

（関係する区市町村の長との協議） 

第六十五条の七 区長は、生活環境影響調査を実

施した地域に港区の存する区域に属しない地域

が含まれているときは、当該区域を管轄する区

市町村の長に調査書の写しを送付し、当該調査

書の縦覧及び意見書の提出の手続の実施につい

て協議するものとする。 

 

第六章 雑則 

（空き地の管理） 

第六十六条 空き地を所有し、又は管理する者

は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられな

いように、その周囲に囲いを設ける等適正に管

理しなければならない。 

２ 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が

捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で

処理しなければならない。 



 

 

73 

 

３ 区長は、前二項の規定に違反することによ

り、生活環境を著しく害していると認められる

者に対し、必要な改善その他必要な措置を勧告

することができる。 

（市街地開発事業における処理施設） 

第六十七条 区規則で定める大規模な市街地開発

事業を行おうとする者は、当該市街地開発事業

の計画の策定に当たっては、当該市街地開発事

業の区域から生ずる廃棄物を適正に処理するた

め、当該市街地開発事業の区域に廃棄物の処理

施設を確保する等必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

２ 前項に規定する者は、当該市街地開発事業の

計画の策定に当たっては、あらかじめ、当該市

街地開発事業の区域から生ずる一般廃棄物の適

正な処理方法等について、区長に協議しなけれ

ばならない。 

（報告） 

第六十八条 区長は、法第十八条第一項に規定す

るもののほか、この条例の施行に必要な限度に

おいて、占有者その他の関係者に対し、必要な

報告を求めることができる。 

（立入検査） 

第六十九条 区長は、法第十九条第一項に規定す

るもののほか、この条例の施行に必要な限度に

おいて、その職員に、必要と認める場所に立ち

入り、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、必

要な帳簿書類その他の物件を検査させることが

できる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、そ

の身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示し

なければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪

捜査のために認められたものと解釈してはなら

ない。 

（廃棄物管理指導員） 

第七十条 前条第一項の規定による立入検査並び

に廃棄物の減量及び適正な処理に関する指導の

職務を担当させるため、区規則で定めるところ

により、廃棄物管理指導員を置く。 

（技術管理者の資格） 

第七十条の二 法第二十一条第三項に規定する条

例で定める資格は、区規則で定める資格とす

る。 

（行政手続条例の適用除外） 

第七十条の三 第二十八条の二第二項の規定によ

る命令については、行政手続条例第三章の規定

は、適用しない。 

（委任） 

第七十一条 この条例に規定するもののほか、こ

の条例の施行について必要な事項は、区規則で

定める。 

 

第七章 罰則 

（罰則） 

第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者

は、二十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十八条の二第二項の規定による命令に

違反した者 

二 第三十一条第四項の規定による命令に違反

した者 

三 第四十二条（第四十九条において準用する

場合を含む。）の規定による命令に違反した

者 

四 第四十五条（第四十九条において準用する

場合を含む。）の規定による命令に違反した

者 

五 第五十条第三項の規定による命令に違反し

た者 

第七十三条 第三十九条（第四十六条及び第四十

九条において準用する場合を含む。）の規定に

よる命令に違反した者は、五万円以下の罰金に

処する。 

第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者

は、三万円以下の罰金又は科料に処する。 

一 第五十条第一項の規定による届出をしなか

った者 

二 第六十二条の規定に違反した者 

第七十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の

代理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたと

きは、行為者を罰するほか、その法人又は人に

対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成十二年四月一日から施行す

る。 

（処分、申請等に関する経過措置） 

２ この条例の施行前に東京都廃棄物の処理及び

再利用に関する条例（平成四年東京都条例第百

四十号。以下「都条例」という。）の規定によ

り東京都知事がした許可等の処分その他の行為

（以下この項において「処分等の行為」とい

う。）又はこの条例の施行の際現に東京都知事

に対して行っている許可の申請その他の行為
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（以下この項において「申請等の行為」とい

う。）で、この条例の施行の日以後において区

長が管理し、及び執行することとなる事務に係

るものについては、同日以後においては、区長

のした処分等の行為又は区長に対して行った申

請等の行為とみなす。 

３ この条例の施行前に都条例の規定により東京

都知事に対して報告、届出その他の手続をしな

ければならない事項で、この条例の施行の日前

にその手続がされていないものについて、この

条例の施行の日以後において区長が管理し、及

び執行することとなる事務に係るものについて

は、区長に対して報告、届出その他の手続がさ

れていないものとみなして、この条例の相当規

定を適用する。 

（有料粗大ごみ処理券等に関する経過措置） 

４ この条例の施行前に都条例第五十八条の二又

は第五十八条の三の規定により、東京都知事が

交付した有料粗大ごみ処理券又は有料ごみ処理

券については、この条例の施行の日以後三月の

間は区長が収集及び運搬する廃棄物に添付する

ものに限り、第五十二条又は第五十三条に基づ

き区長が交付したものとみなす。 

（延滞金の割合の特例） 

５ 当分の間、第五十七条第一項に規定する延滞

金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三

パーセントの割合は、同項の規定にかかわら

ず、各年の特例基準割合（当該年の前年に租税

特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第

九十三条第二項の規定により告示された割合に

年一パーセントの割合を加算した割合をいう。

以下この項において同じ。）が年七・三パーセ

ントの割合に満たない場合には、その年（以下

この項において「特例基準割合適用年」とい

う。）中においては、年十四・六パーセントの

割合にあっては当該特例基準割合適用年におけ

る特例基準割合に年七・三パーセントの割合を

加算した割合とし、年七・三パーセントの割合

にあっては当該特例基準割合に年一パーセント

の割合を加算した割合（当該加算した割合が年

七・三パーセントの割合を超える場合には、年

七・三パーセントの割合）とする。この場合に

おける延滞金の額の計算において、その計算の

過程における金額に一円未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てる。 

（一般廃棄物処理業の許可手数料の特例） 

６ 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者

又は一般廃棄物処理業者で、その事業の範囲を

変更しようとするものに係る許可手数料につい

て、この条例の施行の日以後六年の間、区長

は、区規則で定めるところにより、第六十五条

第一号から第四号までに定める許可手数料を減

額し、又は免除することができる。 

 

別表 廃棄物処理手数料及び動物死体処理手数料

（第五十一条、第五十四条関係） 

一 廃棄物処理手数料 

二 動物死体処理手数料 

動物の死体 一頭につき 二千六百円 
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2 港区一般廃棄物処理基本計画（第３次）策定方針 
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3 港区環境審議会への諮問 

 

 

1 
 

３１港環み第４１８７号 

令和２年３月 24 日 

港区環境審議会 

会長 守 田  優  様 

 

港区長 武 井 雅 昭 

 

 

港区環境基本条例（平成１０年３月港区条例第２８号）第２０条第２項第２号の規

定に基づき、下記のとおり諮問します。 

 

記 

 

１ 諮問事項 

 

「港区一般廃棄物処理基本計画（第３次）」の策定に関わる基本的な方向性について 

 

 

２ 諮問理由 

 

平成 24 年３月に策定した「港区一般廃棄物処理基本計画（第２次）」は、平成 24

年度から令和３年度までを計画期間とし、平成 29 年３月の中間見直しを経て、現

在に至っています。 

区では、現行計画に基づき、環境に配慮した持続可能な社会を目指して、循環型

社会・低炭素社会形成への統合的な取組を、区民・事業者とともに推進してきまし

たが、人口や事業所数の増加や東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会

に向けた事業活動の活況もあって、ごみの排出量や資源化率などの数値目標の達成

は厳しい状況にあります。 

 

一方、この間、昨年６月のＧ20 大阪サミットに先立ち、海洋プラスチック問題を

背景に、３Ｒ＋Renewable（再生可能資源への代替）を基本原則としたプラスチッ

クの資源循環を総合的に推進するための戦略として定めた「プラスチック資源循環

戦略」の策定、食品ロスの削減を国民運動として位置付け、地域の特性に応じた施

策の実施を地方公共団体の責務として定めた「食品ロスの削減の推進に関する法律」

の施行など、廃棄物の発生抑制や資源の有効利用を図り、環境負荷の低減を進める

動きが加速しています。 

中国の輸入規制等に伴う古紙価格の下落やプラスチック処理の逼迫も、廃棄物の

適正処理や資源の循環に多大な影響を及ぼしています。 

また、昨年、日本各地に甚大な被害をもたらした大型台風では、早期の復旧・復

興に向けた災害廃棄物の迅速かつ適正な処理の重要性を再認識させられました。 
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区では、こうした課題に対し、早期に、かつ、積極的に対応していくため、計画

の改定時期を１年前倒し、令和３年度（2021 年度）から令和 14 年度（2032 年度）

までを計画期間とする「港区一般廃棄物処理基本計画（第３次）」を策定します。 

新たな計画は、法において努力義務とされた「市町村食品ロス削減推進計画」を

包含し、同時期に改定する上位計画「港区基本計画」及び「港区環境基本計画」と

の整合を図った計画として策定します。 

 

平成27年９月に国連で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」

では、国際社会共通の普遍的な目標として、食品ロスの削減や海洋ごみ対策などの

環境問題を含む「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が定められ、我が国においても

積極的な取組が進められています。 

区は、新たな計画の計画期間中に訪れる“2030年”の目標達成に向けて、ステ

ークホルダーの一員としての役割を十全に果たしていきます。 

 

このような背景と課題認識に基づき、「港区一般廃棄物処理基本計画（第３次）」

を策定するにあたり、計画策定に関わる基本的な方向性を中心に、重点的に取り組

むべき施策の目標や必要な施策の内容等について、総合的かつ専門的な見地から審

議をお願いするものです。 

 

 

３ 重点項目 

 

（１）事業系廃棄物の発生抑制 

 

（２）プラスチックの使用抑制と資源循環 

 

（３）食品ロスの削減（該当部分を「港区食品ロス削減推進計画」として位置付け） 

 

（４）持続可能な集団回収のあり方 

 

（５）資源回収の拡大 

 

（６）災害廃棄物基本計画策定に向けた現状と課題の整理 

 

（７）効果的な普及啓発と環境学習の方策 
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4 港区環境審議会からの答申 
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5 港区環境審議会委員構成 
 

①港区環境審議会委員構成 

【第 11 期】※答申時の委員 

（平成 30（2018）年９月１日～令和２（2020）年８月 31 日）    （敬称略） 

 氏 名 役  職  名  等  

会 長 守 田   優 芝浦工業大学副学長 教授 学

識

経

験

者

副会長  田 中   充 法政大学社会学部教授 

委 員 山 﨑  誠 子 日本大学短期大学部准教授 

委 員 大 沼  あゆみ 慶應義塾大学経済学部教授 

委 員 長 屋  和 子 区民 

区 

民 

及 

び 

事 

業 

者 

委 員 芳 賀   勲 区民 

委 員 山 田  淳 平 区民 

委 員 藏 本   曉 一般社団法人東京都港区医師会理事 

委 員 坂 本   力 港区商店街連合会副会長 

委 員 北 村  和 子 港区消費者団体連絡会代表 

委 員 坂 田  生 子 東京商工会議所港支部役員 

委 員 二 島  豊 司 港区議会議長 区 

議 

会 

議 

員 

委 員 清 家  あ い 区民文教常任委員会委員長 

委 員 風 見  利 男 交通・環境等対策特別委員会委員長 
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【第 12 期】（令和２（2020）年９月１日～令和４（2022）年８月 31 日）（敬称略） 

 氏 名 役  職  名  等  

委 員 守 田   優 芝浦工業大学副学長 教授 学

識

経

験

者 

委 員 田 中   充 法政大学社会学部教授 

委 員 山 﨑  誠 子 日本大学短期大学部准教授 

委 員 大 沼  あゆみ 慶應義塾大学経済学部教授 

委 員 佐 藤  久 恵 区民 

区 

民 

及 

び 

事 

業 

者 

委 員 長 屋  和 子 区民 

委 員 芳 賀   勲 区民 

委 員 中 村  正 彦 一般社団法人東京都港区医師会副会長 

委 員 坂 本   力 港区商店街連合会副会長 

委 員 北 村  和 子 港区消費者団体連絡会代表 

委 員 坂 田  生 子 東京商工会議所港支部役員 

委 員 二 島  豊 司 港区議会議長 区 

議 

会 

議 

員 

委 員 清 家  あ い 区民文教常任委員会委員長 

委 員 風 見  利 男 交通・環境等対策特別委員会委員長 

②港区環境審議会専門部会委員構成 ＜環境基本計画清掃・資源循環部会＞(敬称略) 

【所掌事項】一般廃棄物処理基本計画策定のための基本的方向性に関すること及び循環型 

社会の分野に係る港区環境基本計画策定のための基本的考え方に関すること。 

 氏 名 役  職  名  等  

部会長 田 中   充 法政大学社会学部教授 学識経験者 

委 員 大 沼  あゆみ 慶應義塾大学経済学部教授 学識経験者 

委 員 山 田  淳 平 区民 区民 

委 員 北 村  和 子 港区消費者団体連絡会代表 事業者 

委 員 清 家  あ い 区民文教常任委員会委員長 区議会議員 
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6 港区環境調整委員会委員構成 

①港区環境調整委員会委員構成 

 所  属 

委員長 環境リサイクル支援部長 

副委員長 環境リサイクル支援部環境課長 

委員 芝地区総合支所協働推進課長 

委員 麻布地区総合支所協働推進課長 

委員 赤坂地区総合支所協働推進課長 

委員 高輪地区総合支所協働推進課長 

委員 芝浦港南地区総合支所協働推進課長 

委員 麻布地区総合支所まちづくり課長 

委員 産業・地域振興支援部地域振興課長 

委員 保健福祉支援部保健福祉課長 

委員 みなと保健所生活衛生課長 

委員 子ども家庭支援部子ども家庭課長 

委員 街づくり支援部都市計画課長 

委員 環境リサイクル支援部地球温暖化対策担当課長 

委員 環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所長 

委員 企画経営部企画課長 

委員 防災危機管理室防災課長 

委員 総務部総務課長 

委員 教育委員会事務局教育推進部教育長室長 

委員 教育委員会事務局学校教育部学務課長 

②港区環境調整委員会作業部会委員構成 ＜一般廃棄物処理基本計画作業部会＞ 

【所掌事項】港区環境基本計画における清掃・資源循環分野及び一般廃棄物処理基本計画の

施策の総合調整及び推進に関すること。 

部会長 
部会員 

部会員以外の出席者 

みなとリサイクル清掃事務所長 

・環境課長 

・総合支所協働推進課長代表 

・地球温暖化対策担当課長 
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7 審議経過等 
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